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 公園に咲く紫陽花 

 

① 令和 5年 6月 12日・・・令和 5年 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限 

② 令和 5年 6月 31日・・・令和 5年 4月決算法人の確定申告期限（法人税・消費税・法人事業税等）  

③ 令和 5年 6月中において市町村の条例で定める日・・・個人の道府県民税及び市町村民税（第 1期分）納付 

                             

    

1） マイナンバーカードの証明書機能をスマホに・・・デジタル庁及び総務省は、マイナポータルアプリをイ

ンストールして、5月１１日より公的個人認証サービスの電子証明書の機能をスマートフォンに搭載するこ

とにより、オンライン行政手続きを行うことができる。現在は、Androidの OSが 9.0以上の端末のみ。 

2） 「デジタル遺言」制度創設へ・・・政府は、法的効力がある遺言書をインターネットで作成・保管できる制

度の創設を調整する。署名・押印に代わる本人確認や改ざん防止のしくみをつくる。新制度では、自筆遺言 

をパソコンやスマートフォンで作成しクラウドに保管する案がある。 

3） 自動車税・軽自動車税の納期限は５月 31日・・・納期限の徒過で延滞金を支払うことになる人が 5人に 1人

はいるという。延滞すると、延滞金の利率は、納付期限から 1ヶ月は 2.4％それを過ぎると 8.7％となるので

ご注意ください。しかし延滞税は 1,000円未満切り捨てのルールがあります。 

令和 5年 6月の税務と提出期限 

今月の気になった新聞記事   
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 退職金は、退職先に所定の手続きをしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として 

確定申告する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

           

 退職所得控除額 

勤続年数 退職所得控除額 

20年以下 40万円×勤続年数 

20年超 800万円+70万円*（勤続年数-20年） 

 注意）勤続年数に 1年未満の端数があるときは、たとえ 1日でも 1年と計算します。 

    上記の算式によって計算した金額が 80万円未満の場合は、退職所得控除額は 80万円とします。 

 

【計算例：勤続年数 30年 退職金 2,500万円を受け取った場合の税金計算】 

① 退職所得控除額 800万円+70万円*（30年-20年）＝1.5000万円 

② 課税所得金額 （2,500万円-1,500万円）*1/2＝500万円 

③ 所得税     500万円*20％-42万 7,500円＝57万 2,500円 

④ 復興所得税   57万 2,500円*2.1％＝1万 2千 22円 

⑤ 住民税     500万円*10％＝50万円 

⑥ 合計（③～⑤） 108万 4,522円 

 

 

 

 

 

 

1）今年 10月に始まる消費税のインボイス制度、3月末までに法人の消費税課税事業者 95％が登録申請！ 

国税庁がまとめたデータによれば、インボイス制度の登録実績は、法人が 182万 8千件でほぼすべての課税 

事業法人がインボイス制度に登録したもよう。しかし、個人事業者で免税事業者から課税事業者に転換する 

個人事業者は 28万件で、予測する 150万件からみると、遅々として進んでいない状況といえるようだ。 

2)相続した土地を売却するときの取得費や取得日は？ 

取得の時期は、通常売った土地を買い入れた日ですが、相続や贈与で取得したときは、死亡した人や

贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。また、相続人が支払った登記費用

や不動産取得税の金額も取得費に含まれます。領収書等の書類は失くさないよう保存してください。 
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②課税退職金額 


